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職員 

指定医療機関を受診 
 
 

   

陽性 

・37.5度以上の熱が4日以上 
 続く 

・倦怠感・呼吸困難 

⇒ 特別（出勤困難）休暇 等 

入院 
※就業禁止 

土浦保健所 

帰国者・接触者 

相談センター 

（県庁内・県内保健所） 

PCR検査結果 

・本人へ感染の告知 

・市保健センターへ連絡 

・市町村名・性別・年代等 

 の公表 

相談 

市役所 

所属長 

 ・濃厚接触者の場合は 

  容態の確認 

所属長 

 ・総務課長、総務部長  

  対策本部長へ報告 

 ・濃厚接触者・行動範囲  

  などの調査 

報告 

報告 

所属長 

 ・総務課長、総務部長  

  対策本部長へ報告 
 
 

対策本部長 （陽性の場合） 

 事務室の閉鎖 

 ・保健所の指示により実  

  施 

 消毒の実施 

 ・施設管理課と所属部で  

  協力し実施 

 ・機材は健康づくり増進 

  課から貸し出し 

濃厚接触者 

・県知事からの外出自粛要請 

 ⇒ 特別（出勤困難）休暇 等 
 

・保健所、市からの外出自粛要請 

 ⇒ 在宅勤務による対応 等 

健康観察 所属長又は部長 

 ・総務課長へ報告 

 ・業務調整 

 ・応援体制の調整 

  （課内→部内→部外） 

対策本部長 

 ・応援体制により緊急対 

  応業務等にあたる 

※ 特別休暇 

 （条件あり） 

陰性 

濃厚接触者調査 

濃厚接触者の特定 

疫学調査 

※緊急対応業務等とは 

 ①対応業務 

   新型コロナウイルス 

   発生に対応する業務 

 ②継続業務 

   市業務継続計画（大 

   規模地震編）の優先 

   度の高い業務 

報告 

医療機関の指定 

・体調不良が生じた場合は 

 保健所に連絡し、その指 

 示に従う 

※再出勤 

 14日間が経過し、PCR検 

 査の結果「陰性」が確認 

 された場合は所属長に 

 報告し、総務課の了承 

 を得てから出勤 

・職員に発熱・風邪の症状が 

 ある場合 

⇒ 特別（出勤困難）休暇 等 

報告 

他の疾

《特別（出勤困難）休暇等に関する考え方》 

 
 PCR検査の結果、陽性と確認された日から

再出勤するまでの期間は「就業禁止」となりま

す。また、次のいずれかに該当する場合は、

特別休暇の対象となる可能性があります。 

 対象となるか否かについては、個別の状況

や保健所の意見等を踏まえて判断することと

なります。 

 

 ・発熱等の風邪症状が見られる場合 

 ・PCR検査結果「陰性」と確認されたが 

  引き続き風邪症状が見られる場合  等 

PCR検


